
ケアサポーター活用支援事業

・ケアサポーターを３か月継続雇用

・雇用による業務改善状況や分業の課題等について報告

対象施設：介護サービス事業所のうち、入居系・通所系サービスを実施している事業所

○ 介護事業所における専門的業務（身体介助等）と周辺業務（雑務）を介護職員が提供

→ 介護職員の負担増 → 離職 → 人材不足により更なる負担（悪循環）

★ ケアサポーター（介護助手）の導入し、介護職員が業務へ専念できるように業務改善を目指す

★ 介護職場への多様な人材（元気な高齢者や就業可能な障がい者、主婦層など）の参入も促進

補助額 １人あたり最大12万円

介護事業者

概要

補助対象

※雇用期間が3か月以上の場合、補助額を満額交付
※報告された改善状況や課題等については、他事業所へフィードバック

介護施設

釧路市

①補助申請

⑤実績報告

②補助決定

⑥補助額確定

補助金交付

事業イメージ

④ケアサポーター

として継続就労

就労希望者（元気な高齢者や就業可能な障がい者、主婦層なども視野）

③募集

左記条件を満たした事業者が補助対象

（事業周知）

業務の見直し等を実施し、介護職員等の
負担軽減を図る

※事業修了後、希望者は介護助手や介護職員として継続採用可

3か月継続雇用と改善状
況・課題等の報告によ
り、満額交付
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